
 

 

十二指腸癌診療ガイドライン 

序文 

希少がんとは疫学的に年間の罹患率が人口１０万人当たり６例未満の癌を指す。その希少

さゆえにエビデンスが不足しており、日常診療上問題になることが多い。各々の希少がんに

罹患する可能性は低いわけだが、院内がん登録に基づいた調査によれば希少がんの定義を

満たす癌はすべての癌の１５％にのぼるとされており、ヒトが何らかの希少がんに罹患す

る可能性は決して低いとは言えない。したがって、希少がん対策はわが国のみならず世界中

の癌診療における大きな課題である。 

希少がんの問題点として、診療経験の少なさゆえに病理診断に難渋する場合がある点、手術

療法においては切除範囲や郭清範囲についてのエビデンスが少ない点や稀にしか行われな

い手技を必要とする場合がある点、薬物療法においては開発治験の対象となりにくく、臨床

試験によるエビデンスが存在するレジメンが特に高次治療において稀である点などが挙げ

られる。各担当医が時に症例報告も含めた文献検索を行って何らかの判断をしながら手探

りで診療をすすめることになりがちで、あらかじめこうした検討が系統的になされていて

その結果がエビデンスレベルの高さと共に記載されたもの、すなわちガイドラインがあれ

ば、臨床の場では大いに役立つと思われる。また、われわれ日本人はこれまで国民皆保険と

いう恵まれた制度の恩恵を受けてきたが、昨今のように非常に厳密にこれが適用されると

保険収載されていない治療の実施はむつかしい。希少がんにあらゆる局面で対応できるよ

うに手技や処方が保険収載されているわけではないので、結果として希少がん診療におい

てはこの観点からも困惑する場面があり、こうした場合にもガイドラインは何らかの道し

るべになるものと思われる。 

このような背景から、がん対策推進総合研究事業「希少がん診療ガイドラインの作成を通し

た医療提供体制の質向上（2017年度～2019年度）」では希少がんのガイドライン作成をもっ

とも重要な使命としてきた。私は研究代表者として、消化器外科医でありながら脳腫瘍や泌

尿器科領域のガイドライン作成を先行させていたが、教室の手術件数の動向からも様々な

調査からも、十二指腸癌は近年増加傾向であると感じていた。胃癌のスクリーニングに内視

鏡が用いられるようになり、多くの内視鏡医が乳頭部まで観察してくれるので、比較的早期

の病変が見つかる契機となっているように思われた。十二指腸は消化管ではあるが、外科治

療においては膵臓や胆道に触れざるを得ない複雑な解剖学的位置にあることから、和歌山

県立医科大学の山上裕機教授に相談させていただいたところ、すぐに日本肝胆膵外科学会

の山本雅一理事長（当時）とご相談いただき、日本胃癌学会と共にガイドラインを作成する

お許しをいただいた。また、十二指腸は厳密に言えば小腸の一部であることから、小腸腫瘍

の取り扱い規約やガイドラインの編纂を進めておられる大腸癌研究会の橋口陽二郎ガイド

ライン委員長とも相談し、十二指腸癌の診療ガイドラインを別途作成するお許しをいただ

いた。山上教授には引き続き総括的な指導をいただきつつ奈良県立医科大学の庄雅之教授

に作成委員長をお願いし、両学会から推薦を受けた比較的若いメンバー構成で 2018 年 8 月
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16 日に東京で行われた第１回の作成委員会を皮切りに作成が開始された。以後、領域に分

かれての小委員会を除いて９回にわたる作成委員会が開催され、エビデンスが少ない希少

がんというハンディにもかかわらず MINDS ガイドライン作成マニュアルに則った方法で

このような立派なガイドラインが出来上がった。まずは庄委員長以下、ガイドライン委員の

先生方に深く感謝申し上げる次第である。 

なお、新型コロナウィルス感染拡大の影響で作成委員会の開催を見合わせた時期があり、こ

のために完成が数か月遅れる羽目となった。第６回以降の作成委員会は web 開催となり移

動時間が省けるメリットもあったのだが、それまでに対面で会議を重ね人間関係が形成さ

れていなければむつかしい面もあったのではないかと思われる。しかし、現在のメンバーが

中心であれば with Corona 時代のガイドライン改定も円滑に進められることであろう。庄

委員長を中心に行われた大規模な調査によって改定のために必要ないくつかのエビデンス

が既に出そろい始めていることも申し添える。今後は消化器疾患の診療に関わる多くの医

療者の方々に本ガイドラインをご利用いただくとともに、改訂に向けてご意見を賜れれば

幸いである。 

私にとって、本ガイドラインはがん対策推進総合研究事業の中で自ら最初から完成まで全

ての行程を見届けることができた唯一のガイドラインである。そこでは作成委員会を重ね

るごとに若い作成委員や事務局の方々が MINDS ガイドライン作成マニュアルに習熟して

行かれる姿を目の当たりにすることができ、強い感銘を受けた。本ガイドラインの作成に関

わってくださった方々は、今後は本ガイドラインの改定のみならず他のガイドラインの作

成においても中心的な役割を果たすことができるものと信じて疑わない。そこに本がん対

策推進総合研究事業の真価を見た思いであったことから、後継のがん対策推進総合研究事

業は「学会連携を通じた希少がんの適切な医療の質向上と次世代を担う希少がん領域の人

材育成に資する研究(2020 年度～2022 年度)」と名付けた。今後も希少がん対策としてのガ

イドライン作成やそれに付随する研究を幅広く支援していきたいと考えている。 
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